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2025 年 12 月 12 日 

各 位 

会 社 名 の む ら 産 業 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長  清  川  悦  男 

 (コード番号：7131 東証スタンダード) 

問 合 せ 先 常 務 取 締 役  西  澤  賢  治 

 (TEL   042-497-6191) 

  

当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)の継続について  

  

当社は、2022年 12月 14日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主

の皆様の共同の利益をより一層確保し、向上させることを目的として、「当社の財務及び

事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（会社法施行規則第 118 条第

３号に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。）を決定するとともに、基

本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が支配されることを防止

するための取組み（会社法施行規則第 118 条第３号ロ（２））として、「当社の株式の大規

模買付行為に関する対応方針」（以下「現対応方針」といいます。）を導入することを決議

し、2023年 1月 27日開催の第 58回定時株主総会において、現対応方針の導入及び継続に

ついて出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を得てご承認をいただいておりました。 

その後引き続き、当社は、同意なき買収の動向等の社会・経済情勢の変化、昨今の買収

防衛策・買収への対応方針に関する司法判断の内容及び関連する法整備の状況並びにコー

ポレート・ガバナンスを含む様々な議論の進展等を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主

の皆様の共同の利益をより一層確保し、向上させることを目的として、現対応方針の継続

の是非や内容について取締役会において議論及び検討を進めてまいりました。 

その結果、2026 年１月 27日開催予定の当社第 61回定時株主総会（以下「本定時株主総

会」といいます。）の終結時に現対応方針の有効期間が満了することを受けて、当社は、

本日開催の当社取締役会において、本定時株主総会において出席株主の皆様の議決権の過

半数のご賛同を得て承認可決されることを条件として、現対応方針に所要の変更を行った

上で継続することを決定いたしましたので、お知らせいたします（以下、継続後の対応方

針を「本対応方針」とします。）。本対応方針の有効期間は、本定時株主総会終了後３年以

内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結時までとします。な

お、大規模買付行為の定義その他一部の用語・表現等を変更したことが、本対応方針の継

続に伴う主な変更点です。 

また、本対応方針の継続を決定した上記の取締役会には、社外取締役１名を含む当社取

締役全員が出席し全員一致で承認可決されるとともに、社外監査役２名を含む当社監査役

全員からも異議は述べられておりません。 
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Ⅰ.基本方針 （当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本

方針 ） 

  

当社は上場会社であるため、当社の株式は、株主・投資家の皆様によって自由に取

引できるものです。したがいまして、当社は、当社の株式に対する大規模な買付行為

につきましても、これを一概に否定するものではありません。大規模な買付行為の提

案に応じるべきか否かの判断は、当社の経営を誰に委ねるべきかという問題に関連し

ますので、最終的には、個々の株主の皆様の自由な意思によってなされるべきである

と考えます。  

しかしながら、一方的な株式の大規模な買付行為の中には、株主の皆様に対して当

該大規模な買付行為に関する十分な情報が提供されず、株主の皆様が当該大規模な買

付行為の条件・方法等の評価・検討等を行ったり、当社取締役会が代替案の提案等を

行うための十分な時間が確保されないものや、株主の皆様に株式の売却を事実上強要

するおそれがあるもの、その他真摯に合理的な経営を行う意思が認められないもの等、

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう株式の大規模な買付

行為が存在することも否定し得ません。  

当社といたしましては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の

企業理念、当社の企業価値の様々な源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係

を十分に理解した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的

に確保又は向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。

したがいまして、上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著

しく損なうおそれのある株式の大規模な買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。  

  

Ⅱ. 基本方針の実現に資する特別な取組み  

  

当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させるための取組みとして、

下記 １.の企業価値向上への取組み、及び、下記 ２.のコーポレート・ガバナンスに

関する基本的な考え方に基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための取組みを実

施しております。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことに

より、上記Ⅰ.のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損

なうおそれのある大規模な買付行為は困難になるものと考えられます。したがって、

これらの取組みは、上記Ⅰ.の基本方針に資するものであると考えております。  
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1. 企業価値向上への取組み  

当社は、1965 年 11 月に株式会社として設立以来、米穀業界と共に歩み続け、「人

に優しい新技術」をモットーに、常に使う人の身になっての商品作りに努め、精米

袋などの包装資材や、自動計量包装機をはじめとする機械製品において、常に新し

い商品を提案し米穀業界の安定と発展に寄与してまいりました。 

これからも、これまで培ってきた技術とノウハウを基盤に、製品やサービスの向

上に取り組み、お客様に満足いただける安定した品質と使いやすさを提供し続けて

まいります。 

当社はこれまでの方針のとおり、商品・サービスの開発力・提案力を強化し、品

質向上に努めながら、当社の強みを活かした事業活動に取り組み、既存事業の強化

と新市場拡大の基盤構築を推進してまいります。それらの実現に向けて、グループ

連結収益の拡大と企業価値向上に結び付く企業とのＭ＆Ａや業務提携を積極的に展

開し、成長に資する戦略的投資を行います。また、財務の健全性を確保しつつ、将

来の成長に向けた投資や安定的な株主・役職員還元など、バランスの取れた資本政

策を推進してまいります。さらに、安定した人的資本の確保に向け、働きやすい職

場環境の整備や、IT 活用による業務効率化、生産性向上など管理体制の強化に取り

組んでまいります。 

当社は、これからも安全と使い易さ、新しいパッケージ形態の提案を推進し、お

客様にとって信頼できる企業であり続け、豊かな社会の実現に貢献してまいります。

こうした取り組みの積み重ねこそが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同利

益の向上に資するものであると考えております。 

 

2. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方とそれに基づくコーポレート・ガ 

バナンスの充実のための取組み  

  

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、「『人に優しい新技術』をモットーに、常に使う人の身になっての商品づく

りに努め、お取引先の皆様とのビジネスを通じて社会に貢献していきます」の経営理

念のもとに、社業を通じて豊かな社会の実現に貢献することを基本方針としておりま

す。また、顧客、株主、社員など全てのステークホルダーにとって存在価値のある企

業となるべく不断の努力を重ねてまいりました。このため、コーポレート・ガバナン

スの強化を重要な経営課題の一つと位置付け、透明性の高い企業経営をめざすととも

に、企業倫理の徹底を図っております。 

コーポレート・ガバナンスの充実のための具体的な取組みとして、当社は、「コー

ポレート・ガバナンス方針」を作成し、その後も「コーポレートガバナンス・コード」

の改正等に合わせ随時改正・開示を行い、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強

化を図っております。 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 
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当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を

設置しております。 

    また、内部監査部門である内部監査室及びリスクの管理の検討、審議を行うリスク・

コンプライアンス委員会、サステナビリティを巡る課題への対応を協議・審議するサ

ステナビリティ委員会、取締役会等の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し

ており、各機関が相互に連携し役割を果たすことにより、取締役の業務執行の監督、

監査の体制を整えるとともに、コンプライアンスやリスクマネージメントを含む内部

統制システムの整備による企業体制の充実を図っております。社外取締役及び社外監

査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役、内部監査

室、会計監査人との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等につい

て、監督・監査を行っております。グループ各社においても、当社の内部統制システ

ムを共通の基盤として、企業体制の充実に努めております。 

 

Ⅲ. 本対応方針（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針

の決定が支配されることを防止するための取組み ） 

 

１．本対応方針継続の目的  

  

当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを

目的として、本対応方針を継続いたします。本対応方針の継続に関する当社の考え方の詳細

は、以下のとおりです。  

当社は、包装関連事業と物流梱包事業を主たる事業としておりますが、上記Ⅱ.に記載のと

おり、上記Ⅰ.の基本方針に資する様々な取組みを現に行っております。したがいまして、当

社が大規模買付者（下記 2.(1)で定義されます。以下同じです。）から大規模買付行為（下記

2.(1)で定義されます。以下同じです。）の提案を受けた場合に、株主の皆様が、これらの当

社の事業の状況、当社が現に実施している様々な取組みを踏まえた当社の企業価値、及び具

体的な買付提案の条件・方法等を十分に理解された上で、当該大規模買付行為の提案に応じ

るか否かのご判断を適切に行うことは、極めて重要であると考えられます。  

我が国の資本市場において、対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意のプロセスを

経ることなく、株主への十分な情報の開示もなされない段階で、突如として大規模買付行為

を強行するといった動きが現実にみられます。また、大規模買付行為の中には、その目的等

から判断して、企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうおそれのあるものや、大規模買

付行為に応じることを株主の皆様に強要するおそれのあるものが含まれる可能性もあります。 

そこで当社は、株主の皆様が大規模買付行為の提案に応じるか否かのご判断を適切に行う

ためには、大規模買付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社の経営を担って

当社の事業及び上記の様々な取組みの内容に精通している当社取締役会から提供される情報、

当該大規模買付行為に関する当社取締役会の評価・意見等も含めた十分な情報が株主の皆様

に対して提供されることが必要であるとともに、株主の皆様がその情報を熟慮するための十
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分な時間が確保されることが不可欠であると考えております。また、当社は、当社の企業価

値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保又は向上の観点から大規模買付行為の条件・方法

等を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大規模買付行為の条件・方法等につ

いて、大規模買付者と交渉するとともに、代替案の提案等を行う必要もあると考えておりま

すので、そのために必要な時間も十分に確保されるべきであります。  

さらに、当社取締役会は、大規模買付者の有する大規模買付行為後の当社の経営方針等を

含め当該大規模買付行為の条件・方法等が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益

の確保又は向上に資するものであるか否かの評価・検討等をした結果として、当該大規模買

付行為が、当社の株式を買い集め、多数派株主として自己の利益の追求のみを目的として濫

用的な会社運営を行うものであったり、株主の皆様に当社の株式の売却を事実上強要し、又

は、株主の皆様を当社の真実の企業価値を反映しない廉価で当社の株式を売却せざるを得な

い状況に置くような態様によるものである等、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の

利益を著しく損なうものであると判断される場合には、当該大規模買付行為に対して必要か

つ相当な対抗措置を講じる必要もあるものと考えます。  

したがいまして、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確

保し又は向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施し

ようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、及びその内容の評価・検討等

に必要な期間の確保を求めるために、本対応方針を継続することを決定いたしました。  

本対応方針は、大規模買付行為を行おうとする大規模買付者に対して十分な情報の提供と

十分な評価・検討等の期間の確保を要請したにもかかわらず、当該要請に応じない大規模買

付者に対して、又は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規

模買付行為を行い又は行おうとする大規模買付者に対して、対抗措置を発動できることとし

ています。したがいまして、本対応方針は、これらの大規模買付者による大規模買付行為を

防止するものであり、本対応方針の継続は、上記Ⅰ．に記載の基本方針に照らして不適切な

者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであ

ります。  

なお、当社取締役会による本対応方針継続の決定時点におきましては、特定の第三者より

当社取締役会に対して当社の株式の大規模買付行為に関する提案がなされている事実はあり

ません。また、当社の大株主の状況につきましては、別紙１をご参照下さい。  

  

２．本対応方針の内容  

 

(1)大規模買付ルールの設定  

  

本対応方針においては、次の①乃至③のいずれかに該当する行為又はこれらに類似する

行為（但し、当社取締役会が予め承認したものを除きます。このような行為を以下「大規

模買付行為」といい、大規模買付行為を行い又は行おうとする者を以下「大規模買付者」
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といいます｡）がなされ、又はなされようとする場合には、大規模買付者に以下に定める

手続（以下「大規模買付ルール」といいます｡）を遵守していただくこととします。また、

所定の場合には、本対応方針に基づき大規模買付行為に対して対抗措置が発動されること

があります。  

①当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3の合計が 20％以上

となる買付け  

②当社が発行者である株券等4について、公開買付け5に係る株券等の株券等所有割合6

及びその特別関係者7の株券等所有割合の合計が 20％以上となる公開買付け  

③上記①又は②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の株券等の特定

の保有者が当社の株券等の他の保有者（複数である場合を含みます。以下本③にお

いて同じとします。）との間で行う行為であり、かつ、（ⅰ）当該行為の結果として

当該他の保有者が当該特定の保有者の共同保有者8に該当するに至るような合意そ

の他の行為、又は（ⅱ）当該特定の保有者と当該他の保有者との間にその一方が他

方を実質的に支配若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係9を樹立

 

1  金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規定する株券等を意味します。以下別段の定めがない限り同じ

です。なお、本対応方針において引用される法令等に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法令

等の制定を含みます｡)があった場合には、本対応方針において引用される法令等の各条項及び用語は、

当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項及び用語を実質的

に継承する法令等の各条項及び用語に読み替えられるものとします。  

2  金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規定する保有者を意味し、同条第３項の規定に基づき保有者に

含まれる者を含みます。以下別段の定めがない限り同じです。  

3  金融商品取引法第 27 条の 23 第４項に規定する株券等保有割合を意味します。以下別段の定めがない

限り同じです。  

4  金融商品取引法第 27 条の２第１項に規定する株券等を意味します。以下②において同じです。  

5  金融商品取引法第 27 条の２第６項に規定する公開買付けを意味します。以下別段の定めがない限り同

じです。  

6  金融商品取引法第 27 条の２第８項に規定する株券等所有割合を意味します。以下別段の定めがない限

り同じです。  

7  金融商品取引法第 27 条の２第７項に規定する特別関係者を意味します。但し、同項第１号に掲げる者

については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定

める者を除きます。以下別段の定めがない限り同じです。  

8  金融商品取引法第 27 条の 23 第５項に規定する共同保有者を意味し、同条第６項に基づき共同保有者

とみなされる者を含みます（当社取締役会がこれに該当すると認めたものを含みます。）。以下別段の定

めがない限り同じです。  

9  「当該特定の保有者と当該他の保有者との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者

が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、

取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、当社株券等の買い上がりの状況、

当社株券等に係る議決権行使の状況、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利

害関係等の形成、当該特定の保有者及び当該他の保有者が当社に対して直接・間接に及ぼす影響、そ

の他当該特定の保有者と当該他の保有者との間に意思の連絡があることを窺わせる直接・間接の事実
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するあらゆる行為（但し、当社が発行者である株券等につき当該特定の保有者と当

該他の保有者の株券等保有割合の合計が 20％以上になるような場合に限ります。）

であると合理的に判断される行為10（以下、本③所定の行為を「共同協調行為等」

といいます。） 

(a)「大規模買付意向表明書」の当社への事前提出  

まず、大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社代表取締役社長に対して、

以下の事項を日本語で記載した「大規模買付意向表明書」を当社の定める書式で提出し

ていただきます。  

(ⅰ)大規模買付者の概要  

①氏名又は名称及び住所又は所在地 

②代表者の氏名 

③会社等の目的及び事業の内容  

④大株主又は大口出資者（所有株式数又は出資割合上位 10名）の概要  

⑤国内連絡先 

⑥設立準拠法  

(ⅱ)大規模買付者が現に保有する当社の株券等の数、及び、大規模買付意向表明書提出

日前 60日間における大規模買付者の当社の株券等の取引状況  

(ⅲ)大規模買付者が提案する大規模買付行為の概要  

①大規模買付者が大規模買付行為により取得を予定する当社の株券等の種類及び数  

②大規模買付行為の目的の概要（支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策

投資、大規模買付行為後の当社の株券等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等
11を行うことその他の目的がある場合には、その旨及び概要。なお、目的が複数あ

る場合にはその全てを記載していただきます｡）  

(ⅳ)大規模買付ルールに従う旨の誓約  

なお、「大規模買付意向表明書」の提出に当たっては、商業登記簿謄本、定款の写し

その他の大規模買付者の存在を証明する書類を添付していただきます。  

  

(b)「大規模買付情報」の提供  

上記(a)に記載の「大規模買付意向表明書」をご提出いただいた場合には、大規模買付

者には、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判

断及び当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報（以下「大規模買付情

 

等を基礎に行うものとします。組合その他ファンドに係る判定においては、ファンド・マネージャー

の実質的同一性その他の諸事情を勘案します。 

10  共同協調行為等がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の勧告に基づき合理的に行う

ものとします。なお、当社取締役会は、共同協調行為等に該当するか否かの判定に必要とされる範囲

において、保有者に対して必要な情報の提供を求めることがあります。  

11  金融商品取引法第 27 条の 26 第１項、金融商品取引法施行令第 14 条の８の２第１項、及び株券等の大 

量保有の状況の開示に関する内閣府令第 16 条に規定する重要提案行為等を意味します。以下別段の定

めがない限り同じです。  
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報」といいます｡）を日本語で提供していただきます。  

   まず、当社は、大規模買付者に対して、大規模買付意向表明書を提出していただいた

日から 10 営業日12（初日不算入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した

「大規模買付情報リスト」を上記(a)(ⅰ)⑤に記載の国内連絡先宛に発送し、かつ、株

主の皆様に開示いたしますので、大規模買付者には、大規模買付情報リストに従って十

分な情報を当社に提供していただきます。  

また、上記の大規模買付情報リストに従い大規模買付者から提供していただいた情報

では、当該大規模買付行為の内容及び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社

取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が、財務アドバイザー、

弁護士、税理士、公認会計士その他の外部専門家等（以下「外部専門家等」といいます｡）

の助言を得た上で、合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情

報を大規模買付者から提供していただきます。  

また、当社取締役会は、大規模買付者に対して大規模買付情報の提供を要請する都度、

必要に応じて、大規模買付者による情報提供に期限を設定する場合があります。  

なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、

原則として大規模買付情報リストの一部に含まれるものとしますが、大規模買付情報リ

ストに含まれる情報の具体的な内容については、当社取締役会が、外部専門家等の助言

を得た上で、当該大規模買付行為の内容及び態様等に照らして合理的に決定します。ま

た、大規模買付者が大規模買付情報リストに記載された項目に係る情報の一部について

提供することができない場合には、当社は、大規模買付者に対して、当該情報を提供す

ることができない理由を具体的に示していただくよう求めます。  

①大規模買付者及びそのグループの詳細（その名称、沿革、資本金の額又は出資金の

額、発行済株式の総数、代表者、役員及び社員その他の構成員の氏名、職歴及び所

有株式の数その他の会社等の状況、並びに直近２事業年度の財政状態、経営成績そ

の他の経理の状況、並びに、大規模買付者のグループの関係（資本関係、取引関係、

役職員の兼任その他の人的関係、契約関係、及びこれらの関係の沿革を含みます｡）

の概略を含みます｡）  

②大規模買付行為の目的（大規模買付意向表明書において開示していただいた目的の

具体的内容）、方法及び内容（大規模買付行為の適法性に関する意見を含みます｡）  

③買付対価の種類及び金額（有価証券等を対価とする場合には、当該有価証券等の種

類及び交換比率、有価証券等及び金銭を対価とする場合には、当該有価証券等の種

類、交換比率及び金銭の額を記載していただきます｡）、並びに当該金額の算定の基

礎及び経緯（算定の基礎については、算定根拠を具体的に記載し、当該金額が時価

と異なる場合や大規模買付者が最近行った取引の価格と異なる場合には、その差額

の内容も記載していただきます。また、株券等の種類に応じた買付価格の価額の差

 

   12  なお、営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。

以下別段の定めのない限り同じです。  
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について、換算の考え方等の内容も具体的に記載していただきます。算定の経緯に

ついては、算定の際に第三者の意見を聴取した場合に、当該第三者の名称、意見の

概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を具体的に記載していた

だきます｡）  

④大規模買付行為に要する資金の調達状況、及び当該資金の調達先の概要（預金の場

合は、預金の種類別の残高、借入金の場合は、借入金の額、借入先の業種等、借入

契約の内容、その他の資金調達方法による場合は、その内容、調達金額、調達先の

業種等を含みます｡） 

⑤大規模買付者グループによる当社の株券等の過去の全ての取得時期及び当該時期毎

の取得数・取得価額、並びに、当社の株券等の過去の全ての売却時期及び当該時期

毎の売却数・売却価額  

⑥大規模買付者が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻し契

約、売買の予約その他の重要な契約又は取決め（以下「担保契約等」といいます｡）

がある場合には、その契約の種類、契約の相手方、契約の対象となっている株券等

の数量等の当該担保契約等の具体的内容  

⑦大規模買付者が大規模買付行為において取得を予定する当社の株券等に関する担保

契約等の締結その他の第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している担

保契約等その他の第三者との間の合意の種類、契約の相手方、契約の対象となって

いる株券等の数量等の当該担保契約等その他の第三者との間の合意の具体的内容  

⑧支配権取得又は経営参加を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付行為

の完了後に企図する当社及び当社グループの支配権取得又は経営参加の方法、並び

に支配権取得後の経営方針又は経営参加後の計画及び議決権の行使方針。当社と同

種事業を目的とする会社その他の法人（日本以外の国におけるものも含みます｡）

に対する過去の投資・経営・業務関与経験の有無及びその内容・実績等。組織再編、

企業集団の再編、解散、重要な財産の処分又は譲受け、多額の借財、代表取締役等

の選定又は解職、役員の構成の変更、配当・資本政策に関する重要な変更、その他

当社及び当社グループの経営方針に対して重大な変更を加え、又は重大な影響を及

ぼす行為を予定している場合には、その内容及び必要性  

⑨純投資又は政策投資を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付行為の後

の株券等の保有方針、売買方針及び議決権の行使方針、並びにそれらの理由。長期

的な資本提携を目的とする政策投資として大規模買付行為を行う場合には、その必

要性  

⑩重要提案行為等を行うことを大規模買付行為の目的とする場合、又は大規模買付行

為の後に重要提案行為等を行う可能性がある場合には、当該重要提案行為等の目的、

内容、必要性及び時期、並びにいかなる場合において当該重要提案行為等を行うか

に関する情報  

⑪大規模買付行為の後、当社の株券等をさらに取得する予定がある場合には、その理
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由及びその内容  

⑫大規模買付行為の後、当社の株券等が上場廃止となる見込みがある場合には、その

旨及び理由  

⑬大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡が存在する場合には、そ

の目的及び内容並びに当該第三者の概要  

⑭当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社の利害関係者との関係を大規

模買付行為の完了後に変更する予定がある場合には、その具体的内容  

⑮反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接・間接を問いません｡）

及び関連性が存する場合にはその詳細、並びに、反社会的勢力ないしテロ関連組織

に対する対処方針 

⑯大規模買付行為が当社の株券等の買付行為を伴わない場合には、以下の情報 

ア 大規模買付行為の相手方となる者との現在の関係（資本関係、取引関係、役職員

の兼任その他の人的関係、契約関係を含みます。） 

イ 大規模買付行為の相手方となる者と現在の関係を形成した時期及び目的 

  

なお、当社は、大規模買付行為の提案があった事実及び大規模買付者から提供された

情報（大規模買付情報リストにより提供を求めた情報のうち大規模買付者から提供され

なかった情報については、当該情報及び当該不提供の理由を含みます｡）が株主の皆様

のご判断に必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部又は一

部を株主の皆様に開示いたします。  

また、当社は、大規模買付者による大規模買付情報の提供が完了したと当社取締役会

において合理的に判断されるときには、速やかにその旨を大規模買付者に通知（以下

「情報提供完了通知」といいます｡）するとともに、その旨を開示いたします。 

  

(c)取締役会評価期間の設定等  

当社は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、

対価を金銭（円貨）のみとし当社の株券等の全てを対象とする公開買付けによる大規模

買付行為の場合には最長 60 日間、その他の大規模買付行為の場合には最長 90 日間

（いずれの場合も初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及

び代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます｡）として設定しま

す。なお、独立委員会が取締役会評価期間内に下記(3)(b)(ⅱ)に記載の勧告を行うに至

らないこと等の理由により、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動又は

不発動の決議に至らないことにつきやむを得ない事情がある場合には、当社取締役会は、

独立委員会の勧告に基づき、必要な範囲内で取締役会評価期間を最長 30 日間（初日不

算入）延長することができるものとします（但し、延長は原則として一度に限るものと

します｡）。当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合には、当該決議され

た具体的期間及びその具体的期間が必要とされる理由を適用ある法令等及び金融商品取

引所規則に従って適時かつ適切に開示します。  
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大規模買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大規模買付行為を開

始することができるものとします。なお、株主総会を招集する場合については、下記

(2)(a)(ⅲ)をご参照下さい。  

 当社取締役会は、取締役会評価期間中に、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得な

がら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討等し、大規模買付行為に関する当

社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、大規模買付者に通知するとともに、適時

かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、大規模買付者との間で

大規模買付行為に関する条件・方法等について交渉し、さらに、当社取締役会として、

株主の皆様に代替案を提示することもあります。  

  

(2)大規模買付行為がなされた場合における対応方針  

  

(a)対抗措置発動の条件  

(ⅰ)大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行う場合  

大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行い又は行おうと

する場合には、その具体的な条件・方法等の如何を問わず、当社取締役会は、当該

大規模買付行為を当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう

買収行為とみなし、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は

向上させるために必要かつ相当な対抗措置を発動することができることといたしま

す。  

(ⅱ)大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行う場合  

大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行い又は行おうとす

る場合には、当社取締役会が仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、反

対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う可能性は排除しないも

のの、原則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置は発動しません。大規模

買付行為の提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大規模買付行為に関

する大規模買付情報及びそれに対する当社取締役会の意見、代替案等をご考慮の上、

ご判断いただくこととなります。  

但し、大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行い又は行お

うとする場合であっても、当該大規模買付行為が専ら大規模買付者の短期的な利得

のみを目的とするものである等、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益

を著しく損なうものであると認められる場合には、当社取締役会は、当社の企業価

値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させるために、必要かつ相当

な対抗措置を発動することがあります。具体的には、別紙２に掲げるいずれかの類

型に該当すると判断される場合又は該当すると客観的合理的に疑われる事情が存す

る場合には、原則として、当該大規模買付行為は当社の企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合に該当するものと考え
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ます。  

(ⅲ)本新株予約権の無償割当てを株主総会に付議する場合の取扱い  

当社取締役会は、本新株予約権（下記(b)で定義されます。以下同じです｡）の無

償割当てを当社株主総会に付議するために、臨時株主総会を招集する場合には、取

締役会評価期間終了後事務手続上可能な最も早い日において当該臨時株主総会を開

催し、本新株予約権の無償割当てについての承認に関する議案を上程するものとし

ます。  

(ⅳ)当社が対抗措置を発動しない場合 

    上記(ⅰ)及び(ⅱ)にかかわらず、①大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに

大規模買付行為を行い若しくは行おうとする場合、又は②大規模買付者が大規模買

付ルールに従って大規模買付行為を行い若しくは行おうとする場合であって当社取

締役会が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであ

ると判断する場合であっても、当社の総株主の議決権の過半数を有する株主の皆様

が大規模買付行為に応じる意思を書面にて表明した場合には、当社は、対抗措置を

発動しないものとします。  

  

(b)対抗措置の内容  

本対応方針における対抗措置としては、原則として、当社取締役会の決議に基づき、

概要を別紙３に記載する新株予約権（以下「本新株予約権」といいます｡）の無償割当

てを行います。但し、当社取締役会は、本新株予約権の無償割当てを当社株主総会に付

議することがあります。また、会社法その他の法令及び当社の定款上認められるその他

の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いら

れることもあります。  

  

(3)本対応方針の合理性及び公正性を担保するための制度及び手続  

  

(a)株主の皆様のご意思の確認  

(ⅰ)本対応方針の継続に関する株主の皆様のご意思の確認 

当社は、本日開催の当社取締役会において決議された本対応方針の継続に関し、

株主の皆様のご意思を確認するため、本定時株主総会において本対応方針の継続を

議案としてお諮りすることを、併せて当社取締役会で決議しております。本定時株

主総会において当該議案が承認可決されなかった場合には、本対応方針は継続され

ないものとし、本定時株主総会の終結の時において有効期間の満了により終了いた

します。  

また、本定時株主総会において本対応方針の継続に関する議案が承認可決された

場合にも、当社は、本対応方針の有効期間中にその後開催される毎年の定時株主総

会の後、最初に開催される当社取締役会において、当該定時株主総会の結果を踏ま
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えて、本対応方針を維持するか否かを改めて検討し決定することとします。当社の

取締役の任期は１年であることから、本定時株主総会終了後に開催される毎年の定

時株主総会終結時に当社の取締役全員が任期満了となります。したがって、本定時

株主総会終了後に開催される毎年の定時株主総会における取締役の選任議案に関す

る議決権の行使を通じても、本対応方針に関する株主の皆様のご意思が確認される

予定です。  

(ⅱ) 対抗措置の発動に関する株主の皆様のご意思の確認  

当社取締役会は、独立委員会が株主総会を招集することを勧告した場合、又は、

そのような勧告がない場合であっても対抗措置の発動の是非につき株主の皆様のご

意思を確認することが適切であると判断した場合には、下記(b)(ⅱ) に定める独立

委員会への諮問に加えて、本新株予約権の無償割当てを当社株主総会に付議するこ

とができるものとします。当社取締役会は、本新株予約権の無償割当てを当社株主

総会に付議する場合には、対抗措置の発動の是非について当該株主総会の決議に従

うものとします。  

大規模買付者は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを当社株主総会に付

議することを決定した場合には、当該株主総会終結時まで、大規模買付行為を開始

することができないものとします。  

  

(b)独立委員会の設置及び諮問等の手続 

(ⅰ)独立委員会の設置 

本対応方針の対象となる大規模買付行為のうち共同協調行為等に該当するか否か、

大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買付ルー

ルが遵守された場合に当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又

は向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を発動するか否かに

ついては、当社取締役会が最終的な判断を行います（但し、上記(a)(ⅱ)に定める

株主総会を招集する場合には、当該株主総会の決議に従います｡）が、その判断の

合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織とし

て、独立委員会を設置することとします。独立委員会の委員は、３名以上とし、当

社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社外有

識者（弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者

及び他社の取締役又は執行役として経験のある者又はこれらに準じる者）の中から

選任されるものとします。なお、本対応方針継続時点における独立委員会の委員３

名及びその略歴は別紙４に記載のとおりです。  

(ⅱ) 対抗措置の発動の手続  

          当社取締役会が対抗措置の発動を判断するに当たっては、その判断の合理性及び

公正性を担保するために、以下の手続を経ることとします。  

           まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置



 

- 14 -  

  

の発動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて外

部専門家等の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非につい

て勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、

独立委員会による勧告を最大限尊重するものといたします（但し、上記(a)(ⅱ)に

定める株主総会を招集する場合には、当該株主総会の決議に従います｡）。  

          また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、当社取締役全員の一致に

より発動の決議をすることといたします。  

          なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問のほか、大規模買付者の提

供する大規模買付情報に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当

該大規模買付者及び当該大規模買付行為の具体的内容並びに当該大規模買付行為が

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に与える影響等を評価・検討等し

た上で、対抗措置の発動の是非を判断するものとします。 

      当社取締役会が対抗措置の発動の是非について決議等を行った場合、当社は、当

社取締役会の判断並びに意見及びその意見の理由、その他適切と認められる情報を、

適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って適時適切に株主の皆様に対して開

示いたします。    

(ⅲ)発動した対抗措置の中止又は撤回 

  当社取締役会が本対応方針に従って対抗措置を発動した場合であっても、①大規

模買付者が大規模買付行為を中止若しくは撤回した場合、又は、②対抗措置を発動

するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値

ひいては株主の皆様の共同の利益の確保若しくは向上という観点から発動した対抗

措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役

会は、当該対抗措置の維持の是非について、上記①又は②の場合に該当するに至っ

た具体的事情を提示した上で、改めて独立委員会に諮問するとともに、必要に応じ

て外部専門家等の助言を得ながら、発動した対抗措置の中止又は撤回を検討するも

のとします。独立委員会は、当該諮問に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言

を得ながら、当該対抗措置の維持の是非について検討し、当社取締役会に対して勧

告を行います。当社取締役会は、対抗措置を維持するか否かの判断に際し、独立委

員会の勧告を最大限尊重するものとします。  

上記独立委員会の勧告を踏まえた結果、当社取締役会が当社の企業価値ひいては

株主の皆様の共同の利益の確保又は向上という観点から対抗措置を維持することが

相当でないと判断するに至った場合には、発動した対抗措置を、当社取締役会は通

常の決議により中止又は撤回し、速やかにその旨を開示いたします。なお、対抗措

置として、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、本新株予約権無償割当ての

基準日に係る権利落ち日（以下「本権利落ち日」といいます｡）の前々営業日まで

であれば本新株予約権の無償割当てを中止又は撤回する場合がありますが、本権利

落ち日よりも前に、本新株予約権無償割当てが実施されて当社の株式１株当たりの
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経済的価値の希釈化が生じることを信頼して当社の株式の売買を行われた一般投資

家の皆様が株価の変動により損害を被らないよう、本権利落ち日の前営業日以降は、

本新株予約権無償割当ては中止又は撤回しないものとします。但し、本新株予約権

の無償割当ての効力発生日以降本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおい

ては本新株予約権を無償にて取得する場合があります（この場合には、下記４.(2)

のとおり、当社の株式１株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提として

当社株式の売買を行った株主の皆様が株価の変動により損害を被る可能性がありま

す｡）。  

(ⅳ)独立委員会に対する任意の諮問 

  当社取締役会は、大規模買付者から提供された情報が大規模買付情報として必要

かつ十分であるかについて疑義がある場合その他当社取締役会が必要と認める場合

には、上記の対抗措置の発動の是非及び発動した対抗措置の維持の是非以外につい

ても、任意に独立委員会に対して諮問することができるものとし、独立委員会は、

必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該諮問に係る事項につき検討し、

当社取締役会に対して勧告を行います。当社取締役会は、当該独立委員会の勧告に

ついても最大限尊重するものとします。  

  

(c)本対応方針の有効期間、廃止及び変更  

本対応方針の有効期間は、本定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度のうち

最後のものに関する定時株主総会の終結時までといたします。  

なお、有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本対応方針を廃止若し

くは変更する旨の議案が承認可決された場合、又は、②当社取締役会において本対応方

針を廃止若しくは変更する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止

又は変更されるものとします。  

また、当社は、本対応方針が廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実

その他当社取締役会が適切と認める事項について、適用ある法令及び金融商品取引所規

則に従って速やかに情報開示を行います。  

   

３.本対応方針の合理性について  

  

(1) 株主意思を重視するものであること   

上記２.(3)(a)(ⅰ)に記載のとおり、当社は、本日開催の当社取締役会において決議さ

れた本対応方針の継続に関し、株主の皆様のご意思を確認するため、本定時株主総会にお

いて本対応方針の継続を議案としてお諮りすることを、併せて当社取締役会で決議してお

ります。本定時株主総会において当該議案が承認可決されなかった場合には、本対応方針

は継続されないものとし、本定時株主総会の終結の時において有効期間の満了により終了

いたします。また、本定時株主総会において本対応方針の継続に関する議案が承認可決さ
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れた場合にも、その後開催される毎年の定時株主総会の後、最初に開催される当社取締役

会において、当該定時株主総会の結果を踏まえて、本対応方針を維持するか否かを改めて

検討し決定することとしております。当社の取締役の任期は１年であることから、本定時

株主総会終了後に開催される毎年の定時株主総会終結時に当社の取締役全員が任期満了と

なりますので、本定時株主総会終了後に開催される毎年の定時株主総会における取締役の

選任議案に関する議決権の行使を通じても、本対応方針に関する株主の皆様のご意思が確

認される予定です。  

さらに、上記２.(3)(a)(ⅱ)に記載のとおり、当社取締役会は、対抗措置として新株予

約権の無償割当てを行う場合には、当社株主総会に付議し、大規模買付者に対して対抗措

置を発動するか否かについて株主の皆様のご意思を確認させていただくことができるもの

としております。  

加えて、上記２.(3)(c)に記載のとおり、本対応方針の有効期間の満了前であっても、

①当社株主総会において本対応方針を廃止若しくは変更する旨の議案が承認可決された場

合、又は②当社株主総会において選任された取締役によって構成される当社取締役会にお

いて本対応方針を廃止若しくは変更する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその

時点で廃止又は変更されます。  

  

(2)買収防衛策/買収への対応方針に関する指針の要件を完全に充足していること等  

   本対応方針は、経済産業省及び法務省が 2005 年５月 27 日に公表した「企業価値・株主

共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価

値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、 ③必要性・相当

性確保の原則）を完全に充足しています。また、経済産業省に設置された企業価値研究会

が 2008年６月 30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、経

済産業省が 2023 年８月 31 日に発表した「企業買収における行動指針－企業価値の向上と

株主利益の確保に向けて－」、その他昨今の買収への対応方針に関する議論等を踏まえた

内容となっております。さらに、本対応方針は、東京証券取引所の定める買収防衛策/買

収への対応方針の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するものです。なお、当社は、買収防

衛策/買収への対応方針に関するコーポレートガバナンス・コードの原則（原則 1-5、補充

原則 1-5①）をいずれも実施することとしております。  

 

 (3)当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保又は向上の目的をもって継続さ

れていること  

本対応方針は、上記１.に記載のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の

利益を確保し又は向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付

者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、及びその内容の

評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために、継続されるものです。  

   

(4)合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定  
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本対応方針は、上記２.(2)(a)に記載のとおり、合理的かつ客観的な要件が充足されな

い限りは、対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な

発動を防止するための仕組みが確保されています。  

  

(5)独立委員会の設置  

上記２.(3)(b)(ⅰ)に記載のとおり、当社は、本対応方針の対象となる大規模買付行為

のうち共同協調行為等に該当するか否か、大規模買付ルールに従って一連の手続が進行さ

れたか否か、及び、大規模買付ルールが遵守された場合に当社の企業価値ひいては株主の

皆様の共同の利益を確保し又は向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措

置を発動するか否かについての当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するため、

また、その他本対応方針の合理性及び公正性を確保するために、当社取締役会から独立し

た組織として、独立委員会を設置することとしております。  

これにより、当社取締役会による恣意的な本対応方針の運用ないし対抗措置の発動を防

止するための仕組みが確保されています。  

  

(6)デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと  

上記２.(3)(c)に記載のとおり、本対応方針は、本対応方針の有効期間の満了前であっ

ても、当社株主総会で選任された取締役で構成された当社取締役会により、いつでも廃止

することができるものとされております。したがいまして、本対応方針は、デッドハンド

型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収

防衛策）ではありません。  

また、当社取締役会は、任期が１年の取締役により構成されておりますが、当社取締役

会の構成員を交代させることにより買収への対抗措置の発動を阻止するのに不当に時間を

要するわけではありません。そのため、本対応方針は、いわゆるスローハンド型買収防衛

策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、発動を阻止するのに時間

を要する買収防衛策のことをいいます｡）でもありません。  

  

４.株主及び投資家の皆様に与える影響  

  

(1)本対応方針の継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響  

本対応方針の継続時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われません。したがいま

して、本対応方針がその継続時に株主及び投資家の皆様の有する当社の株式に係る法的権

利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。  

  

(2)本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響  

当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、原則に従い本新株予約権の無償割当ての実施

に関する決議を行った場合には、別途定められる基準日における最終の株主名簿に記録さ
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れた株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき１個以上で当社取締役会が別途定め

る数の割合で、別途定められる効力発生日において、本新株予約権が無償にて割り当てら

れます。このような対抗措置の仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても株主及

び投資家の皆様が保有する当社の株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、

保有する当社の株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社の株式１株当たりの議

決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社の株式全体に係る

法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。  

なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記

２.(3)(b)(ⅲ)に記載の手続等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は撤回を

決定した場合には、株主及び投資家の皆様が保有する当社の株式１株当たりの経済的価値

の希釈化も生じないことになるため、当社の株式１株当たりの経済的価値の希釈化が生じ

ることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性が

あります。  

   

(3)本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使又は取得に際して株主

及び投資家の皆様に与える影響  

本新株予約権の行使又は取得に関しては差別的条件が付されることが予定されているた

め、当該行使又は取得に際して、大規模買付者の法的権利等に希釈化が生じることが想定

されますが、この場合であっても、大規模買付者以外の株主及び投資家の皆様の有する当

社の株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定し

ておりません。もっとも、新株予約権それ自体の譲渡は制限されているため、本新株予約

権の無償割当てに係る基準日以降、本新株予約権の行使又は取得の結果として株主の皆様

に株式が交付される場合には、株主の皆様に株式が交付されるまでの期間、株主の皆様が

保有する当社株式の価値のうち新株予約権に帰属する部分については、譲渡による投下資

本の回収はその限りで制約を受ける可能性がある点にご留意下さい。  

  

 

５.本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続  

  

(1)本新株予約権の無償割当ての効力発生日における手続  

本新株予約権の無償割当ての手続に関しては、基準日における株主名簿に記録された株

主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に本新株予約権が付

与されるため、申込み等の手続は不要です。  

  

(2)本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使又は取得に際して株主

の皆様に必要となる手続  

当社が本新株予約権を取得条項に基づき取得する場合には、当社は、会社法に定められ
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た手続（会社法第 273 条、第 274 条）に従い、取得条項が複数ある場合には、それぞれ取

得条項毎に、当社取締役会の決議を行い、かつ、新株予約権者の皆様に対する公告を実施

した上で、取得を行います。また、大規模買付者以外の株主の皆様に本新株予約権の行使

可能期間の到来を待って本新株予約権を行使していただく場合には、当社は、会社法に定

められた手続（会社法第 279 条第２項）に従い、本新株予約権の無償割当ての効力発生

日後遅滞なく、新株予約権者の皆様に対して、割当ての通知を行いますので、株主の皆様

におかれましては、行使可能期間内に本新株予約権を行使して下さいますようお願い申し

上げます(その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます｡)。  

なお、いずれの手続を行う場合であっても、当社は、その手続の詳細に関して、適用あ

る法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示を行いますので、対抗措置

が発動される場合には、株主の皆様におかれましては、当社からなされる情報開示にご留

意下さい。  

 

６.その他  

本対応方針は、本日開催の当社取締役会において社外取締役１名を含む当社取締役全員が

出席し全員一致で承認可決されるとともに、社外監査役を含む当社監査役全員からも異議は

述べられておりません。  

当社取締役会においては、今後の司法判断の動向及び金融商品取引所その他の公的機関の

対応等、並びに、会社法、金融商品取引法又は各金融商品取引所の上場規則等の改正、その

他の法令等の制定改廃にも引き続き注視して、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の

利益を確保し又は向上させるとの観点から、必要に応じて本対応方針の見直し、又は本対応

方針に代わる別途の対応方針の導入を含め、適切な措置を適宜講じてまいる所存です。  

  

以 上   
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（別紙１）                          

当社の大株主の状況 

  

2025年 10月 31日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。  

  

株  主  名  持株数(株)  持株比率(％)  

清川 悦男  139,075 10.52 

株式会社サタケ  111,350 8.42 

シコー株式会社 69,675 5.27 

アルク産業株式会社 68,200 5.16 

のむら産業社員持株会 53,175 4.02 

光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 46,000 3.48 

堀田 正仁 41,500 3.14 

株式会社Ｓ―Ｗｏｒｋｓ 40,600 3.07 

佐藤 友亮 33,400 2.53 

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ ＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ 29,500 2.23 

 (注) 1．当社は、自己株式を 69,307 株保有しておりますが、上記の大株主から除外し

ております。  

2．持株比率は、自己株式（69,307株）を控除して計算しております。  

 3. 持株比率は小数点第３位を四捨五入して表示しております。 

 

以 上  

  

    



 

21 

 

（別紙２） 

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる類型  

  

（1） 大規模買付者が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつ

り上げて高値で当社の株式を当社又は当社関係者に引き取らせる目的で当社の株式

の取得を行っている又は行おうとしている者（いわゆるグリーンメイラー）である

と判断される場合  

（2） 当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な

知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グル

ープ会社の資産を当該大規模買付者又はそのグループ会社等に移転させる目的で当

社の株式の取得を行っていると判断される場合  

（3） 当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該大規模買

付者又はそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社

の株式の取得を行っていると判断される場合  

（4） 当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係

していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利

益をもって一時的に高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の

機会を狙って当社の株式の高価売り抜けをする目的で当社の株式の取得を行ってい

ると判断される場合  

（5） 大規模買付者の提案する当社の株式の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金

額の算定根拠、その他の条件の具体的内容（当該取得の時期及び方法を含みます｡）、

違法性の有無、実現可能性等を含みます｡）が、当社の企業価値に照らして著しく不

十分又は不適切なものであると判断される場合  

（6） 大規模買付者の提案する当社の株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最

初の買付けで当社の株式の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件

を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式の買付けを行うこ

とをいいます｡）等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の

皆様に当社の株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合  

（7） 大規模買付者による支配権の取得により、当社の株主の皆様はもとより、顧客、従

業員その他の利害関係者の利益が毀損され、その結果として、当社の企業価値ひい

ては株主の皆様の共同の利益の著しい毀損が予想される等、当社の企業価値ひいて

は株主の皆様の共同の利益の確保又は向上を著しく妨げるおそれがあると判断され

る場合  

（8） 大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業

価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業

価値に比べ、著しく劣後すると判断される場合  
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（9） 大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であり、当

該大規模買付者が当社の支配株主となることにより、当社の企業価値ひいては株主

の皆様の共同の利益を著しく損なうと判断される場合  

(10) その他(1)乃至(9)に準じる場合で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利

益を著しく損なうと判断される場合  

  

以 上  
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（別紙３） 

本新株予約権の概要 

  

1. 本新株予約権の割当総数  

本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会決議（以

下「本新株予約権無償割当て決議」といいます｡）において当社取締役会が別途定める一定

の日（以下「割当期日」といいます｡）における当社の最終の発行済みの普通株式の総数

（但し、同時点において当社の有する当社の普通株式の数を除きます｡）の同数以上で当社

取締役会が別途定める数とします。  

  

2. 割当対象株主  

割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社の普通株

式（但し、同時点において当社の有する当社の普通株式を除きます｡）１株につき１個以上

で当社取締役会が別途定める数の割合で本新株予約権の無償割当てをします。  

  

3. 本新株予約権の無償割当ての効力発生日  

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。  

  

4. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数  

本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権１個当たり

の目的である株式の数は１株（以下「対象株式数」といいます｡）とします。但し、当社が

株式の分割又は株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。  

  

5. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額  

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額は本新株予約権の目的である当社の普通株式１株当たり１円としま

す。  

  

6. 本新株予約権の譲渡制限  

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。  

  

7. 本新株予約権の行使条件  



 

24 

 

①特定大量保有者13、②特定大量保有者の共同保有者、③特定大量買付者14、④特定大量

買付者の特別関係者、若しくは⑤これら①乃至④の者から本新株予約権を当社取締役会の

承認を得ることなく譲り受け若しくは承継した者、又は、⑥これら①乃至⑤に該当する者

の関連者 15（これらの者を総称して、以下「非適格者」といいます｡）は、本新株予約権を

行使することができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、

本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。  

  

8. 当社による本新株予約権の取得  

当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、非適格者以外の者が有する本新株予約

権を取得し、その対価として、本新株予約権と引き替えに本新株予約権１個につき当該取

得日時点における対象株式数の当社の普通株式を交付することができるものとします。ま

た、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、非適格者が有する本新株予約権を取

得することができるものとします。  

なお、本新株予約権の取得条項の詳細については、本新株予約権無償割当て決議におい

て別途定めるものとします。  

  

9. 対抗措置発動の中止等の場合の無償取得  

当社取締役会が、発動した対抗措置の中止又は撤回を決議した場合その他本新株予約権

無償割当て決議において当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全

部を無償にて取得することができるものとします。  

  

10. 本新株予約権の発行  

本新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しないものとします。  

  

11. 本新株予約権の行使期間等  

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無

償割当て決議において別途定めるものとします。  

  

以 上  

                                                                                                                               

 

 

13  「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合

が 20％以上である者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。但

し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利

益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会

が別途定める者は、これに該当しないこととします｡  

14  「特定大量買付者」とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第 27 条 
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の２第１項に規定する株券等を意味します。以下本注において同じです｡）の買付け等を行う旨の公

告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取引

法施行令第 7 条第 1 項に定めるものを含みます｡）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関

係者の株券等所有割合と合計して 20％以上となる者、又は、これに該当することとなると当社取締

役会が認める者をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値

ひいては株主の皆様の共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割

当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。  

 
15  ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共通の支配

下にある者(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます｡)、又はその者と共同ないし協

調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の

「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に規定されます｡）

をいいます。  
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（別紙４）                            

独立委員会委員の略歴 

 

 本対応方針継続時の独立委員会の委員は、以下の３名を予定しております。 

 

松井 敏行（まつい としゆき）  

【略歴】 

1975年４月 住友重機械エンバイロテック株式会社 

（現住友重機械エンバイロメント株式会社）入社 

1986年９月 松坂貿易株式会社（現株式会社マツボー）入社 

1996年６月 同社粉体機械第二部長 就任 

2002年６月 同社取締役粉体部門長 就任 

2011年 12月 同社常務取締役粉体部門長 就任 

2013年６月 同社専務取締役 就任 

2014年６月 同社代表取締役 就任 

2018年６月 同社顧問 就任 

2019年１月 当社社外取締役 就任（現任） 

松井 敏行氏は、現在、会社法第２条第 15 号に規定される当社の社外取締役であり、本定

時株主総会で選任議案が承認可決された場合には、当社の社外取締役として再任する予定

です。また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員

として届け出ております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

  

堀 公人（ほり きみと）  

【略歴】  

1996年４月 東京国税局  入局 

2000年７月 太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入職 

2018年７月 当社社外監査役 就任（現任） 

2018年７月 堀公認会計士事務所開業代表 就任（現任） 

2019年３月 プロメーテ国際投資顧問株式会社 

（現リアルリンク国際投資顧問株式会社）監査役 就任 

2019年６月 株式会社イグアス監査役 就任（現任） 

2020年 12月 税理士法人東京ユナイテッド社員 就任 

2021年 11月 サムティ・ジャパンホテル投資法人監督役員 就任（現任） 

2022年 10月 株式会社東京美食Ｌａｂｏ監査役 就任（現任） 

2023年 11月 あると築地有限責任監査法人代表社員 就任（現任） 

堀 公人氏は、現在、会社法第２条第 16 号に規定される当社の社外監査役であります。ま

た、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届

け出ております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 
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杉山 宏旨（すぎやま あつし）  

【略歴】  

2004年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 

2017年４月 新庄自動車株式会社 入社（現職） 

2019年１月 当社社外監査役 就任（現任） 

杉山 宏旨氏は、現在、会社法第２条第 16号に規定される当社の社外監査役であります。

なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

  

以 上  

  


